




 

「介護等の体験」をされる皆さんへ 

「介護等の体験」とは 

「介護等の体験」とは、小学ఄӏƼɶ学ఄのՃβᚩཞ取ࢽ希望ᎍが社会福祉施設等

（̬Ꮛ所はᨊく）で５日間、特別ૅੲ学ఄ（山口県内ではዮ合ૅੲ学ఄ）で２日間の体

験実፼を行うものです。 

ఌਗඥ：小学ఄӏƼɶ学ఄのの୍通βᚩཞɨに係るᏋᎰՃβᚩඥの特例等に関するඥࢷ 

 （10年４月１日施行。第90号ࢷᲳ年ඥ）

「介護等の体験」のႸႎ 

「介護等の体験」をすることによって、፯ѦᏋをਃうᎍに൭められるࠢ࠼い社会

ᚇ・ʴ生ᚇがਤてるようᙻ野を࠼ƛ、ʴ間ႎにᧈできるきっかけをࢽることをႸႎ

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

ஊ意፯な体験となるように 

「介護等の体験」のС度は、受入社会福祉施設等の協щがࢽられてИめてό๖に実施

できるものです。受け入れる施設には、М用ᎍの介護・ૅੲといったஜஹのಅѦがあり、

М用ᎍが࣎ܤしてࣛᢘにᢅƝƤるよう、ᎰՃが日ٸ、ჇгにМ用ᎍの生をܣっている

生きたྵ場です。 

皆さんが「介護等の体験」に出Ӽくこととなる社会福祉施設等はこのС度のឯ旨に

ឃӷし、皆さんのǄとんどが知ᜤや২Ꮱもない「እʴ」であるにもかかǘらず、ࣛく

協щしてくださっているのです。 

「介護等の体験」への参ьに当たっては、Ⴘႎ意ᜤをਤってᐮむことが大Џです。

Ⴘႎ意ᜤをਤたず、Ճβᚩを取ࢽするために必要だからというۋѬでᐮむのでは、

体験する皆さんにとってࢽるものはなく、かえって施設のМ用ᎍや施設にᡕषをかけ

ることになります。 

「介護等の体験」の࣎ನえ（P.６～9）をよくᛠんで、ᐯЎなりの意ԛ付けを行い、

体験するˌ上はஊ意፯な体験となるようᆢಊႎに取りኵみましǐう。 

 

ŭ 介護২ᘐを៲に付けることがႸႎではありまƤん。

施設のМ用ᎍやᎰՃとの関ǘりをとおして、一ʴƻと

りのݭӈと、多様ࣱをᛐめ合いʝいに連帯していくこ

との意፯についてのᛐᜤをขめ、実際にૅੲ・連帯し

ていく上で大ЏなᙻໜやۋѬを学ƿことをႸႎとして

います。 
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「介護等の体験」の්れ（例） 

Ფ社会福祉施設等における介護等の体験は、連続した５日間が原則です。 

  体験参ьに当たっての事Э学፼・事後学፼は、大学等Ӎは学生ᐯ៲が行います。 

 

事Э学፼   大学等・学生ᐯ៲ 

 

ǪȪǨȳȆーǷȧȳ 

第1日Ⴘ  注:施設によってはǪȪǨȳȆーǷȧȳを 

体験開始Эに実施される場合があります。 

ѣへのݰ入 

 

体験ѣ 

 第1～4日Ⴘ 

日の振ᡉり 

 

இ終のまとめ  第5日Ⴘ 

 

事後学፼ 大学等・学生ᐯ៲ 

 

Ƃ ５日間の体験例 ƃ 
    ģ᭗ᱫᎍ施設の場合Ĥ 

  １日Ⴘ ２日Ⴘ ３日Ⴘ ４日Ⴘ ５日Ⴘ 

Ჳ時 

ᴍᴰᴌᴵᴛᴈᴔᴆ  I
合Ƥ 

体験ѣ 

合Ƥ 

体験ѣ 

合Ƥ 

体験ѣ 

合Ƥ 

体験ѣ 

施設క内 
（施設の日ᛢに

従ってѣ） 

（施設の日ᛢに 

従ってѣ） 

（施設の日ᛢに 

従ってѣ） 

（施設の日ᛢに

従ってѣ） 

１２時 

 ଷのแͳ ଷのแͳ ଷのแͳ ଷのแͳ 

ѣへのݰ入 事へのᛔݰ 事へのᛔݰ 事へのᛔݰ 事へのᛔݰ 

 事介яᙀя 事介яᙀя 事介яᙀя 事介яᙀя 

１３時 

Ü休কÜ Ü休কÜ Ü休কÜ Ü休কÜ Ü休কÜ 

体験ѣ 

体験ѣ 

（施設の日ᛢに 

従ってѣ 

体験ѣ 

（施設の日ᛢに 

従ってѣ 

体験ѣ 

（施設の日ᛢに 

従ってѣ 

体験ѣ 

（施設の日ᛢに

従ってѣ 

１６時 振ᡉり 振ᡉり 振ᡉり 振ᡉり 振ᡉり・まとめ 

Ფあくまで例示であり、実際は施設等のその日の日ᛢによりますので、体験時間・体験内容はそれƧれီなります。 
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「介護等の体験」に当たって 

１ 社会福祉施設等での「介護等の体験」の期間等 

令和３年５月１０日（月）～令和４年１月２１日（金） 

※週間コード表（別表１）参照 

（１）体験期間は、受入施設において月曜日～金曜日の連続した５日間を原則とします。 

施設によっては、火曜日～土曜日、水曜日～日曜日などの体験期間もあります。 

※病気等により実施できなかった場合は、受入施設側と相談して他の日に振替え、のべ５

日間の体験を行ってください。 

※年度内に終了できない場合は、次年度、改めて申込む必要があります。 

（２） 体験の時間は１日概ね５～６時間をめやすとしています。 

・開始時間は、受入施設の指定した時間となりますので、その指示に従ってください。 

・体験内容によっては、早朝から、あるいは午後からの時間帯でプログラムされるこ 

ともあります。 

（３）「介護等の体験」は、受入施設へ通所での実施となります。 

 

２ 「介護等の体験」の申込みについて 

（１）記入例を参照の上、「介護等の体験申込書（学生用）」（様式７）に必要事項を全て記入し

て、指定された期日までに大学等に提出してください。 

（２）申込書記入の際の注意事項 

①氏名は楷書で書いてください。 

②電話番号は常に連絡が取れる番号を記入してください。 

③住所は体験に関する連絡ができる住所とし、アパート等の部屋番号も漏れなく書いてくだ 

さい。 

  ※マス内に収まるように左から詰めて書き、不足したときは余白に書いてください。 

  ※帰省先は、県名・区市町村名・大字名まで記入します。 

例 : 山口県周南市瀬戸見町  山口県山陽小野田市埴生 山口県岩国市由宇町 など   

④ 体験の希望内容 

・希望地域は、市町名一覧（別表２）を参照の上、第2希望まで記入してください。 

注：地区名ではなく、市町名を記入してください。 

・希望期間は、「週間コード表」（別表１）を参照の上、第 2 希望まで記入してください。 

注：第○週 ○月○日～○月○日 と連続する５日間を第 2 希望まで記入してください。 

※祝日は休みの施設が多い為、他の日に振替になる場合があります。 

※施設の事情により、日程を、土日を含めた5日間にずらしている場合もあります（特に児

童福祉関係に多い）。希望される方はその旨、了承の上、申込んでください。 

・希望種別は、「施設種別表」（別表3）を参照の上、第2希望まで略記で記入してく 

ださい。 

（３）調整に当たっては、皆さんが希望された①地域・②期日・③施設種別の順に優先して行い

ますが、施設の事情等により希望外種別での体験となる場合があります。 

（４）県社協の調整後、大学等と受入施設の双方に決定通知書が送付されます。学生の皆さんは、

大学等を通して決定通知を受けることになります。 
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３ 体験ᝲ用について 

（１）「介護等の体験」ᝲ用としてᲲ,２５０ό（体験ᝲ用１日当たり 1,650 όg5 日）を、指

定された期日までに大学等にኛ入してください。 

（２）体験に必要なͤࡍᚮૺやኬᓏ౨௹等のᝲ用、体験ɶのଷˊ・ʩ通ᝲ等は、体験ᎍのਃ

となります。 

 （３）体験決定通知後のᠴᡚの場合、調整ᝲをࡽࠀいたᝲ用（1,100 όgസ日ૠ）をᡉ金します。 

   ただし、振込ૠ૰が必要な場合は、ૠ૰をࠀしࡽいてのᡉ金となります。 

 

４ 体験Эのแͳ 

（１）「介護等の体験」の࣎ನえ（P６～Ჳ）を༌ᛠし、Ⴘႎ意ᜤをଢᄩにして体験にᐮんでくだ

さい。 

（２）大学等から決定通知を受けたら、「介護等の体験受入連絡表」（様式３）による受入施設

からの指示や、学ఄਃ当ᎍが受入施設と行っている合Ƥ等の内容をᡮやかにᄩᛐして、体

験を順調に行えるようแͳをしてください。「介護等の体験受入連絡表」のƀ事ЭのᄩᛐƁ

ഇの指示に従い、ᐯらが施設へ連絡をし、受入れていただいたおᅇをˡえるとともに、提出

ཋのஊやǪȪǨȳȆーǷȧȳの日程についてᄩᛐを行ってください。施設によっては、ᙐ

ૠの体験ᎍをまとめてǪȪǨȳȆーǷȧȳする場合もあります。 

 Ჶφ体ႎ内容Ჸ 

① 体験И日のᨼ合時間・場所  ②必要なͤࡍᚮૺ書、ኬᓏ౨௹ᅚ等の提出日   

③ ᘺ・ਤƪཋなど  ④ଷのஊ（ஊの場合はそのᝲ用）  İその他連絡事項 

注：事Эに施設をᚧբする必要があるかをᄩᛐし、できるだけ事Эᚧբを行いましǐう。 

注：ኬᓏ౨௹の提出が必要な場合、౨௹ኽௐに相当の日ૠを要することがあるので、

提出日に間に合うようᡮやかにࣖݣしてください。 

ũͤࡍᚮૺ書等がச提出のときは体験できない場合があります。 

（３）「介護等の体験学生プロȕǣーȫ」（様式 10）の提出については、提出時期（事ЭかИ日

か）や方ඥ（ᣁ送かਤ参か）をᄩᛐし、ӈܣしてください。 

①記入は、楷書でᛠみやすく、間ᢌいのいように書いてください。受入施設は、このプ

ロȕǣーȫを参ᎋに体験プログラムを設定するなどします。 

②電話番号は、体験する施設からの連絡がᄩ実にފくものを記入してください。 

（４）「ᚰଢ書」（様式 12）は、体験И日に施設へ提出してください。施設は、プロȕǣーȫの

記᠍をもとに氏名（βᚩ等で̅用している字等のᄩᛐ）、ஜቔ地（ᣃᢊࡅ県のみ）、生年

月日（和ୣ）をᄩᛐした上で、ᚰଢ書を˺し、体験இ終日に一ʴƻとりにบします。 

（５）介護体験ɶは、学生ᚰ、̬ͤࡍᨖᚰをઃ帯してください。 

（６）体験する施設の場所等は、事ЭにǤȳǿーȍȃトなどをМ用しᄩᛐしてください。 

 

５ 体験実施について 

（１）施設はМ用ᎍが生し、ݼіし、生ጀを行う場です。マȊーやМ用ᎍのプラǤȐǷー

̬護にҗЎᣐॾしてください。 

ŭ施設からプラǤȐǷーの̬護について、ᛒኖ書を൭められる場合があります。 

（２）ɢ一、「介護等の体験」にˤう事等がႆ生した場合は、Ⴚƙに学ఄのਃ当ᎍにإԓし、

その指示に従ってください。 

（３）「介護等の体験」に関するွբໜや不ଢなໜは、大学等のਃ当ᎍにݮねてください。 
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６ 「介護等の体験」が通知した期間に実施できない場合 

（１）ᚾ験等のやむをࢽない場合をᨊき、通知した期間に必ず実施してください。 

（２）受入施設のᣃ合によりʖ定通り実施できなくなったときは、受入施設と大学等Ӎは皆さん

との間でႺスǱǸȥーȫを調整し、他の日に振替えて、必ず５日間実施してください。 

  ŭ受入施設のᣃ合：ǤȳȕȫǨȳǶの්行がʖेされるため実施時期をЭ͂しにする 等 

（３）࣯病等のやむをࢽないྸ由により通知した期間に「介護等の体験」が実施できない場合は、

ᡮやかに大学等のਃ当ᎍӏƼ受入施設にその旨をإԓし、そのˊ替日等について相談してく

ださい。 

  例）体験実፼のႺЭにǤȳȕȫǨȳǶやज़௨ࣱᏎᐂ໒などのज़௨ࣱ၌धにかかった場合、ᐯ

ЎのЙૺで体験に出ないでください。ǤȳȕȫǨȳǶは༏がɦがった後でも２、３日はज़

௨щがあるため、М用ᎍにज़௨し施設内で࠼まったら大٭なことになります。受ᚮの上、

Ҕࠖのᚩӧをࢽて体験に出るようにしてください。 

社会福祉施設等は、福祉ኒ学ఄの学生や取ࢽのための実፼生など、「介護等の体験」

ˌ外のたくさんの実፼生を受入れています。 

決定後のᠴᡚや٭は、受入แͳをᡶめてきた社会福祉施設等に大٭なƝᡕषをかけるこ

とになり、次年度ˌᨀの「介護等の体験」受入れがͣഥされる場合もあります。やむをࢽな

い事情はあるにƤよ、̾ʴႎなྸ由によるᠴᡚ（ᡶែ٭等）はしないでください。 

また、原則として、体験の２週間Эから、౨ภ・体調記、行ѣ記（ᆆѣ、会、ᚑ

等）を取り、ज़௨ၐへのࣖݣをҗЎ行って、体験にᐮむようにしてください。 

 

７ 「介護等の体験」終了後のݣ  ࣖ

受入施設は、皆さんが体験И日に提出した「ᚰଢ書」（様式 12）に必要事項を記入しҮ

の上、「介護等の体験」終了時に学生ஜʴにบすことになっています。 

その際、次の事がദしく記᠍されているかをよくᄩᛐした上で受け取ってください。 

※P21「ᚰଢ書（様式 12）記入の見ஜ」を参照 

・あなたの名Эやஜቔ、生年月日（和ୣ） 

・体験期間、体験施設名と住所 

・ᚰଢᎍのᎰ名（施設ᧈ、טᧈ、ᨈᧈ等のᏅ書）、氏名 

・πҮ（ᎰҮや施設のҮ） 

「ᚰଢ書」は、ኣڂすることのないよう、体験終了後、ᡮやかに大学へ提出してください。 

「ᚰଢ書」はϐႆ行ができない場合もありますので、җЎ注意してください。 
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「介護等の体験」の࣎ನえ 

１ 「介護等の体験」に当たってのؕஜႎな࣎ನえ 

「介護等の体験」をする施設等は、М用ᎍの方にとっては生の場であり、皆さんにとっ

てのܼとӷơです。М用ᎍのᐯܡにᇌƪ入って「介護等の体験」を行うことになるというこ

とをҗЎྸᚐしてください。 

福祉施設等のМ用ᎍの方ŷは、៲体ႎ、ችᅕႎ、知ႎなᨦがいをஊしていたり、ܼࡊؾ

にऔまれていなかったりすることで、ྵ実社会のɶで生きƮらさやᩊをज़ơてきたʴもݲ

なくありまƤん。しかし、どのようなவˑのɦで生きていても、ʴ間としてのݭさにおいて

ᢌいはありまƤん。いたǘりの気ਤƪをਤって、一ʴのʴとしてݭする७度が必要です。 

そのことをきƪんと៊まえ、事Эに「ᐯЎが介護等の体験をする施設はどのようなとこǖ

なのか」を学፼し、М用ᎍの方ŷとのし方のȝǤȳトをྸᚐしておくことが大Џです。́

Ƥて、社会福祉のྵཞについてもѠࢍしておくことが大Џです。 

 

2 施設等のМ用ᎍとするときに、気をつけなけれƹならないໜ 

（１）᭗ᱫᎍ施設の場合に注意するໜ 

相が年ᧈᎍであることをҗЎにǘきまえて、年ᧈᎍにݣするᚕᓶƮかいに注意し、ᅇ

Βദしい७度をとることは当のマȊᲧです。फ意はない場合が多いのですが、相に優

しく振るᑈおうとするあまり、つい࠷児ᚕᓶを̅ったり「おơいƪǌん・おƹあƪǌん」

とԠんでしまったりしがƪです。җЎ、気を付けてください。 

相に˴かしようとするときは、必ずᚕᓶをかけましǐう。例えƹ、șȃドからឪこす

とき、ౝ܇をѣかすときなど、「○○さん、○○○してよǖしいですか。」と、事Эに

ᚕᓶをかけることで、相は࣎とからだのแͳをしてくれます。もƪǖん相の意࣬にӒ

したことはしてはいけまƤん。相の意࣬をҗЎにൽ取りましǐう。 

șȃドに್になっている方、ౝ܇にੑけている方と話をするときは、必ずᐯЎも

をɦǖし、相とのႸዴが水にӼき合うようにしましǐう。 

ᛐ知ၐの方の場合、うまくコȟȥȋǱーǷȧȳを取れなかったり、ɶには特ီな行ѣを

示したりすることもあります。学生にはࣖݣがᩊしい場合が多いので、ᎰՃに知らƤࣖੲ

を൭めてください。 

 

（２）児童福祉施設の場合に注意するໜ 

児童といっても０ബから１Ჲബまでの年ᱫࠀがあるので一概にはᚕえまƤんが、ؕஜႎ

に児童と「ӷơ地にᇌつ」ということにသ意してください。 

相が܇どもであるといって上からႸዴでしたりןࢍႎな७度をとったりすることは

ӈに॰み、ଢるくɠݗに、そしておおらかにしてください。また、体験生として実፼し

ていることを意ᜤして、Ӑᢋӷٟの්行ᚕᓶやǿȡᚕᓶを̅ǘない等、ᚕᓶƮかいにҗЎ

気を付けます。܇どもからᎰՃに「あのʴなんなん。」とᚕǘれないようにしましǐう。 

どもたƪとの会話ではᎥき上になることにѐめ、指示ႎ・ԁ定ႎなᚕᓶやᅠഥ用ᛖ܇

を̅ǘず、受容ႎ७度・ᚕᓶでしましǐう。しかし、受容するということは܇どものᚕ

いなりになるということではありまƤん。܇どもの要望にࣖえられないときは、そのこと

を相にはっきりとˡえ、うまくݣϼできないときにはᎰՃにݮねたりяけを൭めたりし

て、ɶᡦҞᇢにϼྸすることのないようにしてください。 
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児童福祉施設にとって、܇どもたƪの̬護ᎍのנ܍は要です。̬護ᎍにݣしてはしっ

かりとあいさつをし、どのような場合でも常にɠݗにࣖݣしましǐう。̬護ᎍからのբい

合ǘƤや要望などにݣしては、ૺでࣖݣƤず、ᐯЎが介護等の体験生であることを相

にˡえ、必ずᎰՃへ取り次いでください。 

 

（３）ᨦがいᎍ施設の場合に注意するໜ 

いかなるᨦがいがあっても、ʴとしてのݭӈをܣり、ʴೌをݭすることがؕஜです。ᨦ

がいがあるからといって見ɦƛたような振ᑈいやᚕѣはᚩされまƤん。相のཞ७をҗЎに

࣬いやる気ਤƪが大Џです。 

ᨦがいᎍといっても、ᨦがいの種、程度、期間などはʴによってさまƟまで、一概にᚕ

えまƤんが、特に次のໜに注意してください。 

 

① 知ႎᨦがいᎍとのし方 

いƪƹんᨋりやすい間ᢌいは、知らず知らずに相を܇どもৢいしがƪなことです。

相のᨦがいを៊まえてЎかりତく話すということと、܇どもৢいすることとは全くᢌう

ことですからҗЎ注意してください。 

 

②៲体ᨦがいᎍとのし方 

៲体ᨦがいᎍといっても、ᙻᙾ・Ꭾᙾ・ᚕᛖ・Ꮓ体不ᐯ由・ᐥ֥等とᨦがいの種は

さまƟまです。 

介я行為をするときは必ず相の意࣬ᄩᛐをするようにしてください。˴でもしてあ

ƛるのがᚃЏ・介護ではなく、相が「ᐯЎでします」とᚕう場合も多いからです。 

 

○いす̅用ᎍとのし方 

Ⴘዴを意ᜤして話しましǐう。話をするときは、ᐯにをɦǖし相とのႸዴ

が水になるようにしましǐう。上から見ɦǖされるのは気ਤƪのよいものではあ

りまƤん。 

 

○Ꭾᙾ・ᚕᛖᨦがいᎍとのし方 

口をはっきりとѣかして話しましǐう。相に᪦٣がˡǘらなくても、口のѣき

でྸᚐしてくださる方もݲなくありまƤん。 

 

○ᙻᙾᨦがいᎍとのし方 

一ደにഩくときは、Э方からをࡽくのではなく、್にɳんで相のをᐯЎの

Ꮕやに当ててഩいてください。こうすると、࣎ܤज़があり、ܤ全です。 

 

また、ᨦܹᎍૅੲ施設では、ݼіዒ続ૅੲを行っている事ಅ所があり、ᨦがいをおਤ

ƪの方がする˺ಅを一ደにする事が多いです。ただ、「˺ಅをさƤられて、М用ᎍとの

かかǘりがかった」とᎋえるのではなく、「ᨦがいをਤっている方がૅੲを受けなが

ら行っているˁ事」へのྸᚐをขめ、σज़するೞ会ととらえてください。 

 

（４）生̬護施設（護施設）の場合に注意するໜ 

護施設では、᭗ᱫᎍや៲体ᨦがいᎍ、知ႎᨦがいᎍ、ችᅕᨦがいᎍなど、実に多様な

生上のᩊをᏑっているʴŷが生しています。ʻまでᡓべてきたӲЎ野における注

意事項は、護施設では全てᛆ当しますのでသ意してください。 
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３ 「介護等の体験」には指ݰᎍがつくこと 

施設には、ݦᧉႎなੲяを必要とするᩊなᨦがいをਤっている方ŷが生しています。

学生が「介護等の体験」を行うときには、必ずᎰՃの指ݰに従ってください。Ўらないこ 

とがあれƹ、ᐯЎでЙૺをƤずに、必ず指ݰᎍの指示に従ってください。 

期間ɶの指ݰᎍは、ӷ一ᎰՃである場合もありますが、日によってᢌうᎰՃの場合もあり

ますので、ᄩᛐしてください。 

 

４ ᘺなどで気をつけること 

ᘺは、施設によって白ᘘやСなど一定のᘺが決まっている場合がありますので、あ

らかơめ施設にݮねてࣖݣしてください。一ᑍႎには、ѣႎで൲れてもನǘない、ඹຩし

やすいᘺですが、体験実፼にƾさǘしいものであることが必要です。 

指などのᘺԼはМ用ᎍをͻつけるऀれがあります。体験時には必ずはずします。また、

ᝮԼ、不要なものはਤって行かないようにします。 

ᧈい᭟はளねて行ѣしやすくし、ޗཋは、事を᧸ഥするためにスȪȃパやǵȳȀȫはᢤ

け、かかとのܤ定したものをޗくことが大Џです。 

名のბ用は、施設の指示に従ってください。 

受入施設でのѣɶは、ᅶ用電話やᅶႎな᩿会、ᅶႎな外出はえます。どうしても必要

な時は、指ݰᎍの方等に相談します。 

 

５ ᘓ生᩿での注意事項 

皆さんが「介護等の体験」を通ơて、施設等でˡ௨病の၌病に፝る࣎ᣐはまずありまƤん。 

むしǖ次のことに注意してください。 

第一に、皆さんが外から病気をਤ込まないことです。特にǤȳȕȫǨȳǶやǦǣȫスࣱᏎ

ᐂ໒などは、部外ᎍが施設へਤ込んで施設内でᔯࡨすることがあります。体験ྵ場へ入るЭ

のඹいやうがいをѕ行しましǐう。ͤࡍᚮૺ、ኬᓏ౨௹は、受入施設のМ用ᎍのͤࡍሥྸ

のためのものであることをҗЎᛐᜤしてください。 

Ŭ体験期日がᡈƮいたらᐯ៲のͤࡍሥྸにはҗЎ気を付け、ႆ༏・Զ・֓ӻ・ɦၚ等、

不調があれƹ受ᚮしҔࠖのЙૺをˏƙとともに、早めに大学等のਃ当ᎍや施設に連絡

をしてください。 

第ʚに、М用ᎍӷٟのज़௨のː介をしないことです。ᢃƼࢫにならないためには、ඹい

やうがいをѕ行することです。ؕஜႎには、一ʴのМ用ᎍの介護・介я等に関ǘったときに

は、別のМ用ᎍに関ǘるЭにඹいをすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 施設での事 

施設によって事情はီなります。ࡰ当をਤ参するとこǖ、ᎰՃؘがあるとこǖ、М用ᎍ

とӷơ事を実ᝲでМ用できるとこǖ等、さまƟまです。必ず事Эにᄩᛐしておきましǐう。 

ƂૼコロȊǦǣȫスज़௨ʖ᧸・ਘ大ʖ᧸に関する注意事項ƃ 

 くとも体験開始の２週間Эからは、体ภ・体調と、行ѣ（ᆆѣ・会・ᚑ）を記し

ておいてください。受入施設から体験И日や必要な時に提出を൭められる場合があります。 

 ３݅をᢤける、ඹい・ෞをこまめにする、不要不࣯の外出はえるなど、җЎသ意し

てᢅƝすようにしてください。 

また、体験開始２週間ˌ内に県内外のज़௨ਘ大地域へᆆѣしたり、その地域からஹたʴと

ᚑしたりした場合は、その事実を受入施設に必ずˡえ、指示をˏƙようにしてください。 
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７ 施設のみなさんへのおᅇ 

ȢȎやお金でのおᅇはまったく不要です。それはᎰՃにݣしてかえってڂᅇになります。 

ᚕᓶや७度でज़ᜓの気ਤƪをˡえれƹҗЎです。例えƹ、介護等の体験が終ǘった後に、

ᐯЎのज़ेを一ᚕชえたおᅇのኡ等をފけると、施設の方（ᎰՃ、М用ᎍ）に大٭շƹれ

ると࣬います。 

 

「介護等の体験」のȫーȫ 

 

○М用ᎍのプラǤȐǷーをܣる（ܣᅼ፯Ѧ） 

ᐻԛஜˮでМ用ᎍのプラǤȐǷーに関することをݮねてはいけまƤん。また、「介護等

の体験」で知りࢽた施設での出ஹ事、М用ᎍやƝܼଈの̾ʴ情إは、どんなʢኬなことで

あっても、決して口外してはいけまƤん。 

    Ȭȝートを書くためにどうしても必要な場合等は、その内容に関ǘる̾ʴが特定されな

いようにҕ名で記ᡓするなどのᣐॾが必要です。 

  

○М用ᎍのʴをݭする 

体験学生の意ᜤなᚕᓶᢔいや७度がМ用ᎍをͻつけることもありますので、ᚕᓶƮか

いや७度は、常に意ᜤしてください。 

  

○あいさつをきƪんとしましǐう 

施設をИめてᚧբするときは、「介護等の体験でおɭ話になる○○大学の○○と申しま

す。」とଢஒな७度であいさつをしましǐう。 

あいさつは、コȟȥȋǱーǷȧȳの入口です。その場にƾさǘしいᚕᓶと៲振りで表し

ましǐう。М用ᎍの方へはもƪǖんのこと、施設の出ᡚでも常にあいさつをੑ࣎けてくだ

さい。 

  

 をきƪんとしましǐう「相談」「連絡」「ԓإ」○

ᎰՃに᫂まれたˁ事が終ǘったら「إԓ」を行い、М用ᎍに˴か҄٭が見られたら「連

絡」をし、Ўらないことがあったら「相談」をしましǐう。 

  

○施設から示された出Ѯ時間などはӈܣしましǐう 

やむをࢽずЦやഎࠗをするときには、必ず事Эに施設に連絡をしてください。Ц、

എѮをする際は、大学へもきƪんと連絡をしてください。 

体験ɶは、施設で決められた時間をܣりましǐう。しかし、М用ᎍのᣃ合で٭則になる

ようなときは、必ず、指ݰᎍなどに連絡し、指示をˏƗましǐう。 

  

 ሥྸをきƪんとしましǐうࡍͤ○

「介護等の体験」の日程がᡈƮいてきたら、生ȪǺムを整えるようにしてください。

例年、体調不ᑣで休んだり、ႺЭにɶഥ・ᠴᡚしたりする学生がいます。ᐯ៲のͤࡍሥྸ

はᐯЎでしっかり行ってください。 

ਤ病等、ᐯЎの体調について施設側に知っておいてもらった方がよい事があれƹ、大 

   学等を通ơて県社協に知らƤてください。体験ɶは受入施設にもသ意していただきます。 
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ᒊ情等の事例 

実際にあった事例です。よくᛠんでこのようなことのないようにおᫍいします。 

1 
例 

決定通知後、学生から施設へ電話をしてきた時間がٸᲲ時であった。 

連絡する時間にᣐॾしてഒしい。 

ݣ  ࣖ 施設に電話をੑけるのは、一ᑍ社会の常ᜤやマȊーにᣐॾした時間帯にしてください。 

2 

例 ဏ܇学生がჺパȳにǵȳȀȫで、施設の事Эᚧբにஹた。 

ݣ  ࣖ

実፼は始まっていまƤんがᢂƼに行っているのではありまƤん。ᘺにもᣐॾしてくださ 

い（ᩧ出の多いもの、ラȕなもの、なものはᢤける等）。 

ŭ体験ɶのᘺは、体験にƾさǘしいものにしてください。ǪȪǨȳȆーǷȧȳや事Эᚧ

բの際に、施設の方にしっかりφ体ႎにݮねておいてください。 

3 
例 

事Эᚧբの際、ᎰՃやМ用ᎍさんに᪽をɦƛる等のਮਠがなく、್ な७度でМ用ᎍさん 

のЭをഩいていた。 

ݣ  ࣖ これから体験でおɭ話になる方たƪです。気ਤƪのよいਮਠ、७度を࣎がけてください。 

4 

例 
施設ᎰՃがǪȪǨȳȆーǷȧȳで話をしている際、ౝ܇のᏑもたれにもたれ、のけƧって 

Ꭵいていた。 

ݣ  ࣖ
施設の方には、日ࣕしいಅѦのɶ、皆さんの体験をࣛくࡽき受けていただいています。 

そこをࣔれず、体験生として、ᜐᖎさとራ度ある७度で実፼にᐮむようにしてください。 

5 

例 
౨̝の౨௹ኽௐが間に合ǘないで実፼当日にஹ所。しかも事Э連絡なしで、「ᐯЎはफく

ない、病ᨈがफい。」とᚕってあっけらかんとした७度であった。 

ݣ  ࣖ

施設側は体験学生の指ݰ等をᎋॾし、期間ɶのᎰՃのૠをفやすなどのѮѦ体Сを整え、 

แͳをされています。書等が間に合ǘない場合は早めに施設へ連絡し、事情をᛟଢする 

とともに、ૺりを入れてください。（原則、書が整ǘない場合は体験ができまƤん。） 

6 

例 

実፼当日全く書がっておらず実፼ができない。実፼を受ける学生たƪのȪーȀーと施 

設の間で提出書等の連絡をしていたが、ȪーȀーは A に連絡しࣔれており、A も当日 

までᛡにもᎥいていないという事であった。 

ݣ  ࣖ
施設は当日までに皆さんのために用意するもの等があります。連絡をࢳつのではなく、ᐯ

ら連絡をとることが大事です。また、グȫープ内での連絡はʝいに݅にしてください。 

7 

例 
体験生が児童にプȬǼȳト（時ᚘ）をあƛた。施設のМ用ᎍに「ここにஹるか連絡をくれ

たらいつでも会えるよ」と体験生の̾ʴ情إ（アȫȐǤト先や住所、ȡアド等）をえた。 

ݣ  ࣖ

体験ɶӏƼ体験後において、施設М用ᎍ・入所ᎍとの̾ʴႎなʩ （්電話・ȡーȫ・SNS・

会うこと等）はӈᅠです。̾ʴႎな金Լやኡ等の受けบし・ʩ੭もしてはいけまƤん。 

施設М用ᎍ・入所ᎍからそのような申し出があった場合は、はっきりૺるとともにᡮやか

に施設ᎰՃに相談してください。 

8 

例 体験したことをSNSやȍȃトに書き込んだり、ьしたဒをアȃプしたりしていた。（他県） 

ݣ  ࣖ

体験を通して知りࢽた施設やМ用ᎍ・入所ᎍの情إを、第ɤᎍに提̓したりȍȃト上にア 

ȃプしたりしてはいけまƤん。「介護等の体験」に関ǘるものを書き込むのは一Џしない 

でください。 

9 
例 

指示したにもかかǘらずࣔれཋが多い。上ޗきをਤってくるようにおᫍいしたのに、ࣔ れ 

る学生が多ŷいる。 

ݣ  ࣖ  。ज़とᝧ˓をਤって体験にᐮんでくださいࢌくであǖうᎍとして、ዬݼஹ、Ꮀにݩ

10 

例 
ӷơ大学からૠʴがӷ時に体験するときなど、学生ӷٟのᅶᛖが多くてᢂƼ気Ўのように 

࣬える。体験のႸႎ意ᜤをਤたないでᐮんでいるᎍが多くなっている。 

ݣ  ࣖ

体験ɶの७度が望ましくない場合は、体験をɶഥさƤられることがあります。に次年度 

ˌᨀ、その施設ではその学生がנቔしていた大学の体験受入の全てをૺられるという場合 

もあります。 

体験のႸႎをはっきりਤƪ、それがᢋƤられるよう、Ⴧઋでᛗ実な७度でᐮんでください。 
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たらいつでも会えるよ」と体験生の̾ʴ情إ（アȫȐǤト先や住所、ȡアド等）をえた。 

ݣ  ࣖ

体験ɶӏƼ体験後において、施設М用ᎍ・入所ᎍとの̾ʴႎなʩ （්電話・ȡーȫ・SNS・

会うこと等）はӈᅠです。̾ʴႎな金Լやኡ等の受けบし・ʩ੭もしてはいけまƤん。 

施設М用ᎍ・入所ᎍからそのような申し出があった場合は、はっきりૺるとともにᡮやか

に施設ᎰՃに相談してください。 

8 

例 体験したことをSNSやȍȃトに書き込んだり、ьしたဒをアȃプしたりしていた。（他県） 

ݣ  ࣖ

体験を通して知りࢽた施設やМ用ᎍ・入所ᎍの情إを、第ɤᎍに提̓したりȍȃト上にア 

ȃプしたりしてはいけまƤん。「介護等の体験」に関ǘるものを書き込むのは一Џしない 

でください。 

9 
例 

指示したにもかかǘらずࣔれཋが多い。上ޗきをਤってくるようにおᫍいしたのに、ࣔ れ 

る学生が多ŷいる。 

ݣ  ࣖ  。ज़とᝧ˓をਤって体験にᐮんでくださいࢌくであǖうᎍとして、ዬݼஹ、Ꮀにݩ

10 

例 
ӷơ大学からૠʴがӷ時に体験するときなど、学生ӷٟのᅶᛖが多くてᢂƼ気Ўのように 
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もあります。 

体験のႸႎをはっきりਤƪ、それがᢋƤられるよう、Ⴧઋでᛗ実な७度でᐮんでください。 

 

（参ᎋ）

社会福祉施設等とは

�１Შ�児童福祉ඥによる施設
��ʐ児ᨈ
ų��ʐ児を入ᨈさƤて、これをᏋする入所施設
��܇生ૅੲ施設

ᣐͪᎍのない܇ڡӍはこれにแずる事情にある܇ڡӏƼそのᎍのႳ護すべき児童を入所さƤこれ
らのᎍを̬護するとともに、これらのᎍのᐯᇌの̟ᡶのためにその生ૅੲをする入所施設

��児童護施設

̬護ᎍのない児童、ᖋࢳされている児童、その他ؾ上護を要する児童（ʐ児をᨊく）を入所
さƤてこれを護し、あǘƤてᐯᇌをૅੲする入所施設

ų福祉ᨦܹ児入所施設

៲体にᨦܹのある児童、知ႎᨦܹのある児童、ችᅕにᨦܹのある児童の̬護、日常生の指ݰӏ
Ƽᇌᐯに必要な知ᜤ২ᏡをࢽさƤる入所施設

ųҔၲᨦܹ児入所施設

៲体にᨦܹのある児童、知ႎᨦܹのある児童、ችᅕにᨦܹのある児童の̬護、日常生の指ݰ、
ᇌᐯに必要な知ᜤ২Ꮱの付ɨӏƼၲを行う入所施設

ųᨦܹ児通所施設ų※児童ႆᢋૅੲǻȳǿー

日常生におけるؕஜႎѣ˺の指ݰ、知ᜤ২Ꮱの付ɨӍはᨼׇ生へのᢘࣖのためのጀを行う
通所施設

��児童ྸ࣎ၲ施設

᠉度の情ደᨦܹをஊする児童をჺ期間入所さƤ、Ӎは̬護ᎍのɦから通ǘƤてその情ደᨦܹを
す施設

��児童ᐯᇌૅੲ施設

不ᑣ行為をなし、Ӎはそのおそれのある児童ӏƼܼࡊؾその他ؾ上のྸ由により生指ݰ等
を要する児童を入所さƤ、Ӎは̬護ᎍのɦから通ǘƤて、̾ŷの児童のཞඞにࣖơて必要な指ݰ
を行い、そのᐯᇌをૅੲする施設

�２Შ�ᨦܹᎍዮ合ૅੲඥによる施設
��ᨦܹᎍૅੲ施設

・�ၲ介護事ಅ所

ų��Ҕၲと常時の介護を必要とするᨦܹᎍにݣし、ೞᏡጀ、ၲ上のሥྸ、Ⴣ護、Ҕ学ႎሥྸの
ų��もとにおける介護およƼ日常生上のૅੲを行うҔၲೞ関

・�生介護事ಅ所

常時介護を要するᨦܹᎍにݣし、ɼとしてଷ間、入ෘ、ƤつӍは事の介я、о˺ႎѣ、生
ငѣのೞ会の提̓等の̝ܯを̓ɨする通所施設

・�ᐯᇌጀ（ೞᏡጀ・生ጀ）事ಅ所

ᨦܹᎍにݣし、ᐯᇌした日常生、社会生をփむことができるよう、៲体ೞᏡӍは生Ꮱщの
Ӽ上のために必要なጀ等の̝ܯを̓ɨする通所施設

іᆆ行ૅੲ事ಅ所ݼ�・

іに必要な知ݼ、し、生ငѣその他のѣのೞ会の提̓を通ơてݣіを希望するᨦܹᎍにݼ
ᜤ、ᏡщのӼ上のため必要なጀ等の̝ܯを̓ɨする通所施設

（・）іዒ続ૅੲ事ಅ所ݼ�・

通常の事ಅ所にᨽ用されることがᩊなᨦܹᎍにݣし、ݼіのೞ会を提̓するとともに、生င
ѣその他のѣのೞ会の提̓を通ơて、その知ᜤ、ᏡщのӼ上のために必要なጀ等の̝ܯを̓
ɨする通所施設
Ჷᨽ用・Ჷ᩼ᨽ用�

��地域ѣૅੲǻȳǿー

ᨦܹᎍ等にݣし、о˺ႎѣӍは生ငѣのೞ会の提̓、社会とのʩ්の̟ᡶ等の̝ܯを̓ɨす
る通所施設
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�３Შ�生̬護ඥによる施設
ų護施設

៲体上Ӎはችᅕ上ᓸしいᨦܹのため日常生をփむことがᩊなᎍを入所さƤ、生ৣяを行う
施設

�４Შ�ᎊʴ福祉ඥによる施設
ųᎊʴȇǤǵーȓスǻȳǿー

し、通所の方ඥにより、入ෘ等Ӳ種のǵーȓスを提̓することによってݣの要介護ᎊʴ等にܡנ
当ᛆᎊʴのᐯᇌ生のяᧈ、社会ႎܔᇌज़のᚐෞ、࣎៲ೞᏡのዜਤӼ上等をるとともに、その
ܼଈの៲体ႎችᅕႎなіᒊの᠉ถをる通所施設

ųᎊʴჺ期入所施設

護ᎍの၌病などにより、ܡއにおいて介護を受けることが一時ႎにᩊとなったᎍをჺ期間入
所さƤ、必要な̝ܯを̓ɨする入所施設

ų護ᎊʴțーム

ؾ上のྸ由、ኺฎႎྸ由によりܡנ生のᩊなᎍを入所さƤ護するとともに、社会ࣄ帰に
Ӽけたੲя等を行う入所施設

ų特別護ᎊʴțーム
要介護ᛐ定のኽௐ、要介護にᛆ当するᎍを入所さƤ必要な̝ܯを提̓する入所施設

�５Შ�介護̬ᨖඥによる施設
ų介護ᎊʴ̬ͤ施設

病ཞܤ定期にあり、ȪȏȓȪȆーǷȧȳ、Ⴣ護介護をɶ࣎とするݏたきりᎊʴ等の要介護ᎊʴの
ᐯᇌをૅੲし、ܼࡊへのࣄ帰をႸ指す入所施設

�６Შ�その他の施設
��地域福祉ǻȳǿー

地域における福祉ѣのਗໜとして、地域住ൟの福祉ȋーǺにࣖơたӲ種相談、入ෘ、ዅ等の
福祉ǵーȓス、ೞᏡׅࣄጀ、о˺ႎѣ、ȜラȳȆǣアの等をዮ合ႎに行うМ用施設

ų児童福祉ඥ第��வ第�項にᙹ定する指定Ҕၲೞ関
ųஊ૰ᎊʴțーム

�������ᎊʴを入所さƤ、入ෘ等の介護、事の提̓その他日常生上必要な̝ܯを̓ɨする入所施設
�������※体験受入れݣᝋとなるのは、介護付ஊ૰ᎊʴțームのみ
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�������※体験受入れݣᝋとなるのは、介護付ஊ૰ᎊʴțームのみ

─ 13 ─



 別表　1  

ŭ体験期間は、令和�年�月��日～令和�年�月��日です。ų

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � �

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � �

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

� � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � �

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

� � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � �

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 土 日

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 祝
月 火 水 ங 金 土 日 月 火 水 ங 金 日

令和３年度ų週間コード表

注：இ終申込みዸЏų令和�年��月��日（金）

ųų体験等を希望する期間И日から��日ˌ内の申込みは原則として受付けまƤん。

�月

第�週 第�週 第�週 第�週

�月

第�週 第�週 第�週第�週

�月

第�週 第１�週 第１�週

Ჲ月

第１�週 第１�週 第１�週 第１�週

第１�週

第��週

Ჳ月

第��週 第��週 第２�週 第２�週

��月

第２�週 第２�週 第２�週 第２�週

第３�週 第３�週

第２�週 第��週 第��週

１月

第３�週 第３�週

��月

第２�週 第２�週

��月

第３�週
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別表㸰  ᕷ⏫ྡ୍ぴ表   ὀ㸸ᕼᮃᆅᇦྑࠊࡣḍࡢᕷ⏫ྡࡽ㑅ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ 

㸦 ᆅ ༊ 㸧 ᕷ  ⏫   ྡ

 

㸦 ᮾ 㒊 㸧 
ᒾᅜᕷ ࣭ ୗᯇᕷ ࣭ ගᕷ ࣭ ᰗᕷ ࣭ ࿘༡ᕷ   

ᮌ⏫ ࣭ ࿘㜵ᓥ⏫ ࣭ୖ㛵⏫ ࣭ ⏣ᕸ⏫ ࣭ ᖹ⏕⏫ 

㸦 ୰ 㒊 㸧 ᒣཱྀᕷ ࣭ 㜵ᗓᕷ ࣭ ⨾⚇ᕷ 

㸦 す 㒊 㸧 ୗ㛵ᕷ ࣭ Ᏹ㒊ᕷ ࣭ ᒣ㝧ᑠ㔝⏣ᕷ 

㸦  㒊 㸧 ⴗᕷ ࣭ 㛗㛛ᕷ ࣭ 㜿Ṋ⏫ 

 

別表㸱   タ ✀ 別 表  ὀ㸸ᕼᮃ✀別ྑࠊࡣḍࡢ␎グࡽ㑅ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ 

  タ  ✀  別  ␎ グ 

㸯㸬ඣ❺⚟♴ἲࡿࡼタ 

ஙඣ㝔 ங ඣ 

ẕᏊ⏕άᨭタ ẕ Ꮚ 

ඣ❺㣴ㆤタ ඣ❺タ 

㞀ᐖඣධᡤタ㸦⚟♴ᆺࠊ་⒪ᆺ㸧 㞀ඣධᡤ 

㞀ᐖඣ㏻ᡤタ ͤඣ❺Ⓨ㐩ᨭࢱࣥࢭ  ࣮ 㞀ඣ㏻ᡤ 

ඣ❺ᚰ⌮⒪タ ඣᚰ⌮⒪ 

ඣ❺⮬❧ᨭタ ඣ⮬❧ᨭ 

㸰㸬㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲࡿࡼタ 

㞀ᐖ⪅ᨭタ 
 ͤ⒪㣴ㆤᴗᡤࠊ⏕άㆤᴗᡤࠊ 
⮬❧カ⦎ᴗᡤ㸦ᶵ⬟カ⦎࣭⏕άカ⦎㸧ࠊᑵປ⛣⾜ᨭᴗᡤࠊ
ᑵປ⥅⥆ᨭᴗᡤ㸦Aᆺ B࣭ᆺ㸧 

㞀ᐖᨭ 

ᆅᇦάືᨭࢱࣥࢭ  ࣮ ᆅᇦᨭ 

㸱㸬⏕άಖㆤἲࡿࡼタ 

ᩆㆤタ ᩆ ㆤ 

㸲㸬⪁ே⚟♴ἲࡿࡼタ 

⪁ேࢱࣥࢭࢫࣅ࣮ࢧࢹ  ࣮  タࢹ

⪁ே▷ᮇධᡤタ ▷ᮇධᡤ 

㣴ㆤ⪁ே࣒࣮࣍ 㣴ㆤ⪁ே 

≉別㣴ㆤ⪁ே࣒࣮࣍ ≉ 㣴 

㸳㸬ㆤಖ㝤ἲࡿࡼタ 

ㆤ⪁ேಖタ ⪁  

㸴㸬ࡢࡑࡢタ 

ᆅᇦ⚟♴ࢱࣥࢭ  ࣮ ࡑ ࡢ  ձ 

ඣ❺⚟♴ἲ➨27᮲➨ 2㡯つᐃࡿࡍᣦᐃ་⒪ᶵ㛵 ࡑ ࡢ  ղ 

᭷ᩱ⪁ே࣒࣮࣍ 
ͤᙜヱ࣒࣮࣍ෆࠊ࡚࠸࠾ㆤࡢࢫࣅ࣮ࢧᥦ౪ࢆࡇ࠺⾜ࢆධᒃዎ⣙
ࡶ࠺⾜ࢆࡳࡢᥦ౪ࡢࢫࣅ࣮ࢧㆤࡢ㸦㍍ᗘࡢࡶࡿ࠸࡚ࡵᐃ࡚࠸࠾
 㸧ࡃ㝖ࢆࡢ

᭷ᩱ⪁ே 
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ᵝᘧ㸵 Ꮫ⏕ э Ꮫ➼ э ┴♫༠   

      

ㆤ➼ࡢయ㦂⏦㎸᭩㸦Ꮫ⏕⏝㸧 

㸯 య㦂⏦㎸⪅Ặ  ྡ             
  

㸦ࢼ࢞ࣜࣇ㸧                    
  

㸰 ⏕ ᖺ ᭶ ᪥ 㹑 㹆   ᖺ   ᭶   ᪥⏕  
   

㸱 ᛶ     別 ⏨ ዪ  ᕥ࡛ۑࢆࢀࡎ࠸ࡢᅖࡴ 

   

㸲 ఫ     ᡤ  ࠛ     ̿  ⤡㐃ᖖ              ܄    
␒ࡿࡁ࡛  ྕ

   

㸦㐃⤡ඛ㸧                 

                

                
 

   㸦ᖐ┬ඛ㸧               

㸳 ᕼ ᮃ ᆅ ᇦ   ͤᕷ⏫ྡࢆグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 ➨㸯ᕼᮃ  ➨㸰ᕼᮃ 

ᆅ
ᇦ 

ᕷ ⏫ 
(別表㸰ཧ↷) 

  
ᕷ ⏫ 

(別表㸰ཧ↷) 
 

 

㸴 ᕼ ᮃ ᮇ ᪥ 

 ➨㸯ᕼᮃ  ➨㸰ᕼᮃ 

ᮇ

᪥ 

㐌㛫ࢻ࣮ࢥ㸦別表㸯ཧ↷㸧 ➨   㐌  㐌㛫ࢻ࣮ࢥ㸦別表㸯ཧ↷㸧 ➨   㐌 

᭶   ᪥  㹼    ᭶    ᪥ ᭶   ᪥  㹼    ᭶    ᪥ 

 

㸵 ᕼ ᮃ ✀ 別 

 ➨㸯ᕼᮃ  ➨㸰ᕼᮃ 

✀
別 

␎グ 
(別表㸱ཧ↷) 

  
␎グ 

(別表㸱ཧ↷) 
 

 

注：希望地域、希望期日、希望種別の第１希望・第２希望はそれƧれᢌうものを記入すること 

 

㸶 ⮬ᐙ⏝㌴㏻ࠋࡍ࡛⬟ྍࡣ  㸦  ྍ  ࣭   ྍ 㸧࡛ۑᅖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ 

 

 ⪄ഛۑ

 

 ὀ㸸య㦂ᙜࡢ࡚ࡗࡓᕼᮃࡸయ㦂ྍ⬟ᮇ㛫ࠊࡣ࡞ഛ⪃ḍグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 

Ꮫྡ➼   Ꮫ➼

  グධ ᩚ⌮➼ḍࡀ

  

㸦㹑㸧ࡣࡓࡲᖹᡂ㸦㹆㸧࡛ۑࢆᅖࡴ 

Ћ⏫࣭Ꮠྡࡲ  ࡛

グධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
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ᵝᘧ㸵 Ꮫ⏕ э Ꮫ➼ э ┴♫༠   

      

ㆤ➼ࡢయ㦂⏦㎸᭩㸦Ꮫ⏕⏝㸧 

㸯 య㦂⏦㎸⪅Ặ  ྡ ᒣ ཱྀ ኴ 㑻         
  

㸦ࢼ࢞ࣜࣇ㸧 ࣖ ࢘ ࣟ ࢱ  ࢳ ࢢ ࣐            
  

㸰 ⏕ ᖺ ᭶ ᪥ 㹑 㹆 㸯 㸰 ᖺ 㸮 㸴 ᭶ 㸯 㸮 ᪥⏕         
   

㸱 ᛶ     別  ⏨ ዪ  ᕥ࡛ۑࢆࢀࡎ࠸ࡢᅖࡴ 

   

㸲 ఫ     ᡤ  ࠛ 7 5 3  ̿  8 7 6 5 - 4 3 2 1 - 0 9 0 ܄ 2 7 0 0
ᖖ㐃⤡ 
␒ࡿࡁ࡛  ྕ

   

㸦㐃⤡ඛ㸧 

 

ᒣ ཱྀ ᕷ 㒔 ⏫ 㸷 㸫 㸯 㸶 ⚟ ♴ ࢶ  ࣁ 㸿 Ჷ 

㸱 㸮 㸯 ྕ             

                
 

㸦ᖐ┬ඛ㸧   ᒣ ཱྀ ┴ ࿘ ༡ ᕷ ℩ ᡞ ぢ ⏫     

㸳 ᕼᮃᆅᇦ  ͤᕷ⏫ྡࢆグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 ➨㸯ᕼᮃ  ➨㸰ᕼᮃ 

ᆅ
ᇦ 

ᕷ ⏫ 
(別表㸰ཧ↷) 

ᒣཱྀᕷ  
ᕷ ⏫ 

(別表㸰ཧ↷) 
࿘༡ᕷ 

 

㸴 ᕼᮃᮇ᪥ 

 ➨㸯ᕼᮃ  ➨㸰ᕼᮃ 

ᮇ

᪥ 

㐌㛫ࢻ࣮ࢥ㸦別表㸯ཧ↷㸧 ➨ 㸳 㐌  㐌㛫ࢻ࣮ࢥ㸦別表㸯ཧ↷㸧 ➨㸯㸵㐌 

㸴᭶ 㸵᪥ 㹼 㸴᭶㸯㸯᪥ 㸶᭶㸱㸮᪥ 㹼 㸷᭶㸱᪥ 
 

㸵 ᕼᮃ✀別 

 ➨㸯ᕼᮃ  ➨㸰ᕼᮃ 

✀
別 

␎グ 
(別表㸱ཧ↷) 

≉ 㣴  
␎グ 

(別表㸱ཧ↷) 
 タࢹ

 

 注：希望地域、希望期日、希望種別の第１希望・第２希望はそれƧれᢌうものを記入すること 

 

㸶 ⮬ᐙ⏝㌴㏻ࠋࡍ࡛⬟ྍࡣ  㸦  ྍ  ࣭   ྍ 㸧࡛ۑᅖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ 

 

      ⪄ഛۑ

ヨ㦂ᮇ㛫㸸㸷᭶㸴᪥㹼㸯㸮᭶㸯᪥ 

Ꮫࡢタ❧グᛕᘧ㸸㸴᭶㸯᪥㸦๓ᚋ㸰᪥㛫ࡣ‽ഛ➼࡛ᚲせ㸧 

 

㸦ὀ㸸㒊άࠊࢺࣂࣝࠊᖐ┬➼ࡢ⚾ⓗࡢ⏤⌮࡞ሙྜࡣ⪃៖ࠋࢇࡏࡲࡋ㸧 

ὀ㸸య㦂ᙜࡢ࡚ࡗࡓᕼᮃࡸయ㦂ྍ⬟ᮇ㛫ࠊࡣ࡞ഛ⪃ḍグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

Ꮫྡ➼   Ꮫ➼

  グධ ᩚ⌮➼ḍࡀ

記入例 

㸦S㸧ࡣࡓࡲᖹᡂ㸦H㸧࡛ۑࢆᅖࡴ 

Ћ⏫࣭Ꮠྡࡲ  ࡛

グධ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
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ᵝᘧ 10  Ꮫ⏕➼ э タ➼  

ㆤ➼ࡢయ㦂Ꮫ⏕࣮ࣇࣟࣉ  ࣝ

௧  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ 
ὀ: ⥭ᛴ㐃⤡ඛࠊࡣయ㦂୰Ꮫ⏕ᮏே௨እ࡛㐃⤡ࢆ⪅ࡿࢀྲྀࡀグධ 

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᅖ࡛ۑࢆᏐྃ࡞ᚲせࠊࡿࡍࢆݲڧͤ    

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᚑ♧ᣦࡢධタཷࠊࡣᥦฟᮇࡢ࣮ࣝࣇࣟࣉͤ

 ࢼ࢞ࣜࣇ

Ặ  ྡ

 ᛶ 別 
┿㈞ḍ 

1 ⬺ᖗࠊṇ㠃ࡢ⬚㒊

 ┿ࡢୖࡽ

2  3ࣨ᭶௨ෆᙳࡋ

 ࡢࡶࡓ

㸦㸲�㸱㸧 

⏨  ࣭ዪ 

⏕ ᖺ ᭶ ᪥ ᖺ   㱋 

 ᬺ࡛グධ۔

㸦   ࣭ᖹᡂ 㸧   ᖺ     ᭶     ᪥ ⏕ 
‶     ṓ 

㐃 ⤡ ඛ 

㸦㐃⤡ࡀ☜ᐇ
ᒆࡃᡤ㸧 

⌧ఫᡤ 

 ࠛ

 

 

 

TEL     㸦    㸧 

ᖐ┬ඛ 

ᮏ⡠ᆅ 㒔࣭㐨࣭ᗓ࣭┴  

 

 

TEL     㸦    㸧 

⥭ᛴ㐃⤡ඛ 㐃⤡⪅ྡ㸸          㟁ヰ㸸 

ᅾ⡠ᰯཪࡣ 

༞ᴗᏛ  ᰯ

Ꮫ       Ꮫ㒊         Ꮫ⛉ 

          ᑓಟ         ࢫ࣮ࢥ    㸦➨  Ꮫᖺ㸧 

ㆤ➼ࡢయ㦂

⮬ᕫ┠ᶆ➼ 

 グධࢆ➼ᕼᮃࡿࡍᑐタࠊᕫ┠ᶆ⮬ࡢ࡚ࡗࡓᙜࡿࡍࢆయ㦂ࡢ➼ㆤ۔

 

 

ಖ㝤ࡢ 

ຍධ≧ἣ 

Ꮫ⏕ᩍ⫱◊✲⅏ᐖയᐖಖ㝤࣭Ꮫ◊⅏ᖏ㈺ൾ㈐ࠕࡢබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ༠ڧ

௵ಖ㝤ࠖຍධ 

 㸿㸸Ꮫ⏕ᩍ⫱◊✲㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ڧ

 ᩍ⫋㈨᱁άື➼㈺ൾ㈐௵ಖ㝤࣭ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ㹀㸸ڧ

 ຍධ㸦♫ྡ㸸                       㸧ಖ㝤ࡢࡢࡑڧ

 ㇟ᑐࡢൾ⿵۔

 㸧㈺ൾࠋࡴྵࢆ≀ᑐ≀㸦ཷクڧ ᑐே㈺ൾڧ യᐖᨾࡢᮏேڧ 
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ᵝᘧ 10  Ꮫ⏕➼ э タ➼  

ㆤ➼ࡢయ㦂Ꮫ⏕࣮ࣇࣟࣉ  ࣝ

௧  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ 
ὀ: ⥭ᛴ㐃⤡ඛࠊࡣయ㦂୰Ꮫ⏕ᮏே௨እ࡛㐃⤡ࢆ⪅ࡿࢀྲྀࡀグධ 

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᅖ࡛ۑࢆᏐྃ࡞ᚲせࠊࡿࡍࢆݲڧͤ    

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᚑ♧ᣦࡢධタཷࠊࡣᥦฟᮇࡢ࣮ࣝࣇࣟࣉͤ

 ࢼ࢞ࣜࣇ

Ặ  ྡ

 ᛶ 別 
┿㈞ḍ 

1 ⬺ᖗࠊṇ㠃ࡢ⬚㒊

 ┿ࡢୖࡽ

2  3ࣨ᭶௨ෆᙳࡋ

 ࡢࡶࡓ

㸦㸲�㸱㸧 

⏨  ࣭ዪ 

⏕ ᖺ ᭶ ᪥ ᖺ   㱋 

 ᬺ࡛グධ۔

㸦   ࣭ᖹᡂ 㸧   ᖺ     ᭶     ᪥ ⏕ 
‶     ṓ 

㐃 ⤡ ඛ 

㸦㐃⤡ࡀ☜ᐇ
ᒆࡃᡤ㸧 

⌧ఫᡤ 

 ࠛ

 

 

 

TEL     㸦    㸧 

ᖐ┬ඛ 

ᮏ⡠ᆅ 㒔࣭㐨࣭ᗓ࣭┴  

 

 

TEL     㸦    㸧 

⥭ᛴ㐃⤡ඛ 㐃⤡⪅ྡ㸸          㟁ヰ㸸 

ᅾ⡠ᰯཪࡣ 

༞ᴗᏛ  ᰯ

Ꮫ       Ꮫ㒊         Ꮫ⛉ 

          ᑓಟ         ࢫ࣮ࢥ    㸦➨  Ꮫᖺ㸧 

ㆤ➼ࡢయ㦂

⮬ᕫ┠ᶆ➼ 

 グධࢆ➼ᕼᮃࡿࡍᑐタࠊᕫ┠ᶆ⮬ࡢ࡚ࡗࡓᙜࡿࡍࢆయ㦂ࡢ➼ㆤ۔

 

 

ಖ㝤ࡢ 

ຍධ≧ἣ 

Ꮫ⏕ᩍ⫱◊✲⅏ᐖയᐖಖ㝤࣭Ꮫ◊⅏ᖏ㈺ൾ㈐ࠕࡢබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ༠ڧ

௵ಖ㝤ࠖຍධ 

 㸿㸸Ꮫ⏕ᩍ⫱◊✲㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ڧ

 ᩍ⫋㈨᱁άື➼㈺ൾ㈐௵ಖ㝤࣭ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ㹀㸸ڧ

 ຍධ㸦♫ྡ㸸                       㸧ಖ㝤ࡢࡢࡑڧ

 ㇟ᑐࡢൾ⿵۔

 㸧㈺ൾࠋࡴྵࢆ≀ᑐ≀㸦ཷクڧ ᑐே㈺ൾڧ യᐖᨾࡢᮏேڧ 

 

ᵝᘧ㸱 ཷධタ э ┴♫༠㸦 ᑓ⏝ࢫࣞࢻ㸸 kirari-kagayaku@yg-you-i-net.or.jp 㸧 

э Ꮫ➼㸦Ꮫ⏕㸧 

 

ㆤ➼ࡢయ㦂ཷධ㐃⤡表 

௧ 㸱 ᖺ ࠐ ᭶ ࠐࠐ ᪥⌧ᅾ 

タྡ
ࢼ࢞ࣜࣇ

ࡣࢁ࠸ 
 ࣟ ࣁ

ࢫࣅ࣮ࢧࢹ
ࢹ  ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ

 
タ㛗ྡ
ࣇ ࣜ ࢞ ࢼ

ኴ㑻ࡣࢁ࠸ 
ࢱ ࣟ ࢘

 

ᡤᅾᆅ 
7ࠛ53-0072 

ᒣཱྀᕷᡭ⏫ۑ-ۑۑ 
ᢸᙜ⪅ྡ
ࣇ ࣜ ࢞ ࢼ

 ேᮦ
ࢨࣥࢪ

ⰼᏊ
ࣁ ࢼ ࢥ

 
TEL 083-922-ۑۑۑۑ 

FAX 083-922-ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ ۑۑۑۑ ᭷  ࣭ ↓ 

య㦂୰ࡢ 

㏻᪉ἲ 

  ┴ᗇ๓  㸧  ࣭㕲㐨㸦 ᒣࢫࣂ㸦ࢫࣂ࣭   ཱྀ ⥺ ୖᒣ  ཱྀ 㥐㸧 
࣭⮬ᐙ⏝㌴㸦  ྍ  ࣭  ྍ㸧 ࣭ࢡࣂ㸦  ྍ  ࣭  ྍ㸧 ࣭⮬㌿㌴㸦  ྍ  ࣭  ྍ㸧 

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡿࡍ୰Ṇࢆධཷࠊࡣሙྜ࠸࡞ࡁ㡰Ᏺ࡛ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㡰Ᏺࢆ㡯ࡢ௨ୗࠊࡣ⏕Ꮫ۔

๓ࡢ☜ㄆ 
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋゼၥ࡛ࡲ᪥๓   ࡢయ㦂ึ᪥ڧ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃࢆ⤡㐃ࡢㄆ☜࡛ࡲ᪥๓ 14 ࡢయ㦂ึ᪥܇

Ꮫ⏕࣮ࣇࣟࣉࡢ  ࣝ య㦂ึ᪥10ࡢ᪥๓܇  ࡛ࡲ㒑㏦   ܇ᣢཧ    ڧせ 

ࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜  ࣥ

㸨܇య㦂ᮇ㛫๓ᐇ ڧ๓タࡽ㐃⤡ࠋࡍࡲࡋ 

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢆ⤡㐃ࡢㄆ☜࡛ࡲ14᪥๓ࡢయ㦂ึ᪥܇ 

㸨ڧయ㦂ึ᪥ᐇ㸦㞟ྜ้ὀព㸧 

య 㦂 ෆ ᐜ  㧗㱋⪅ࡢຓ࣭ヰࡋ┦ᡭ࡞ 

య 㦂  㛫  8㸸00 㹼 15㸸00 ࡑࡼ࠾࠾ 

ᗣデ᩿➼ ⣽⳦᳨ᰝ 

 せڧ  ᚲせ܇  ᗣデ᩿᭩۔

᰾᳨ᰝ⤖۔  せڧ  ᚲせ܇  

᳨۔  せڧ  ᚲせ܇  ౽

ࡑ۔ ࡢ 㸦              㸧 

 ᚲせ܇

 㹍㸯㸳㸵܇ ⳦⑩㉥ڧ ⳦ࣛࢿࣔࣝࢧڧ 

 㸦               㸧ࡢࡑڧ 

 せڧ

 ᣢཧయ㦂ึ᪥܇  ᥦฟ࡛ࡲ᪥๓  ڧ  ࢆࡢࡶࡢ㸯ࣨ᭶௨ෆ ࡢయ㦂ึ᪥۔

య㦂ึ᪥ࡢ 

㞟  ྜ

 ົᐊ 㸧ࢫࣅ࣮ࢧࢹࡣࢁ࠸ 㞟ྜሙᡤ 㸦۔  㞟ྜ㛫㸦  㸶㸸㸮㸮  㸧۔

 㸦          㸧ࡢࡑڧ   ࢶ࣮ࢫڧ   ᭹ࡢᬑẁ܇ … ᭹ࡢ㞟ྜ۔

య㦂୰ࡢ 

㣗 

ᥦ౪ࢆ㣗ࡢタڧ  ྍ  㸯㣗 ⣙     㸦ẖ᪥☜ㄆ㸧 

 㓄㐩ᘚᙜ㸦⣙500⛬ᗘ㸧㸧܇  እ㣗ڧ  ᘚᙜᣢཧ܇ᥦ౪ྍ㸦܇

య㦂ࡢ 

᭹ 

 ⏝╔ࢻ࣮ࣝࢩࢫ࣐࢘ڧ  ⏝╔ࢡࢫ࣐܇  㸧ࠋࡿ࠼᭰╔㈚㸦᭦⾰ᐊ࡛ࡽᙜタڧ

 㸧ࠋࡴ⮫⩦ᐇࡲࡲࡢࡑࠊࡋ᭹࡛ฟ࠸ࡍࡸࡋ᭹㸦άືࡢ๓⮬܇

య㦂ᚲせ

 ≀ࡕᣢ࡞

ࣟࣉ࢚ڧ  㸧➼ࢪ࣮ࣕࢪ㸦࠼᭰╔ڧ  ࣥ ࢜ࢱ܇   ࣝ  ᮐྡڧ  ゅᕵ୕ڧ 

  㐠ື㠐㸦ᒇእ⏝㸧ڧ 㐠ື㠐㸦ᒇෆ⏝㸧܇ྍ㸧ࡣ➼ࣃࢵࣜࢫ㸦ࡁᒚୖ܇

 㸦             㸧ࡢࡑڧ  ➼ࢺ࣮ࣀグ㘓܇ グ⏝ල➹܇  ༳㚷܇

㸦ド᫂᭩ึࡣ᪥タᥦฟࠊᏛ⏕ド࣭ᗣಖ㝤ドࡣయ㦂୰ᦠᖏ࠺ࡼࡿࡍᣦ♧῭ࡳ㸧 

ឤᰁᑐᛂ

 グ㘓ࡢ

 ᥋ゐ➼㸧ࠊ㣗ࠊື⛣グ㘓㸦ື⾜ࡢࡽ㸰㐌㛫๓܇ యㄪグ㘓࣭ ᳨ࡢࡽ㸰㐌㛫๓܇

 㸦                                㸧ࡢࡑڧ

ୖグࡢグ㘓܇ ࢆయ㦂ึ᪥ᥦฟ  ڧᚲせᛂ࡚ࡌᥦฟࢆồࡿࡵ 

 ࡢࡑ

㐃⤡㡯 

య㦂ึ᪥ࡢ㸰㐌㛫๓ࡣ࡛ࡲ☜ㄆࡢ㐃⤡ࡢࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢆ㝿ࠊ๓ゼၥࡢ᪥࠾ࢆ▱

 ࠋࡍࡲ࠸⾜2㛫⛬ᗘࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜๓ゼၥࠋࡍࡲࡋࡏࡽ

 ͤ ୖグࢆݲࡣڧධࠊࢀᚲせ࡞᪥ᩘ➼ࢆグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

タ✀別

㸦␎グ㸧 

 タࢹ

ͤ別表㸱ཧ↷ 見本 
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ᵝᘧ㸯㸰  ཷධタ э Ꮫ⏕ э Ꮫ➼ 

 

ド  ᫂  ᭩ 

 

ᮏ ⡠ ᆅ 

Ặ  ྡ                 

⏕ᖺ᭶᪥ ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⏕ 

 

 ୖグࠊࡣ⪅ࡢୗグࡾ࠾ࡢᮏタࠊ࡚࠸࠾ᑠᏛᰯཬࡧ୰Ꮫᰯࡢᩍㅍࡢᬑ㏻චチ≧ᤵ 

ಀࡿᩍ⫱⫋ဨචチἲࡢ≉➼㛵ࡿࡍἲᚊ➨㸰᮲つᐃࡿࡍㆤ➼ࡢయ㦂ࢆࡇࡓࡗ⾜ࢆド 

᫂ࠋࡿࡍ 

グ 

ᮇ 㛫 タྡཬࡧఫᡤ య 㦂 ࡢ ᴫ せ タࡢ㛗ྡࡢཬࡧ༳ 

 

௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 

௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 

௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 

௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 

௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 

㸦㸳᪥㛫㸧 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 

ഛ⪃㸯 ࠕᮇ㛫ࠖࡢḍࡢᩘ「ࠊࡣᮇ㛫ࡿࡓࢃሙྜࡣᮇ㛫ẖグධࠋࡇࡿࡍ 

ഛ⪃㸰 ࠕయ㦂ࡢᴫせࠖࡢḍࠕࠊࡣ㧗㱋⪅ࡢㆤ➼  ࠋࡇࡿࡍグධࢆ༊ศࡢࠖ➼ㆤࡢ⪅࠸ࡀⓗ㞀▱ࠕࠖ

 ഛ⪃㸱  ᮇ㛫ࠊࡣᬺ࡛グධࠋࡇࡿࡍ 
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